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事 務 連 絡 

 令和７年８月１日 

各 都 道 府 県 教 育 委 員 会 

各都道府県私立学校主管課  御中 

各都道府県認定こども園主管課 

 文部科学省初等中等教育局幼児教育課 

 

令和７年度幼児教育実態調査の実施について  （依頼） 

 

日頃より幼児教育行政の運営に御尽力いただきありがとうございます。  

文部科学省では、幼児教育に係る施策を立案、実施していく上で必要な実態を把握す

るため、幼児教育実態調査を、都道府県教育委員会等のご協力をいただきながら実施し

てまいりました。本調査は、負担軽減の観点から隔年で実施することとしており、本年

も下記のとおり令和７年度幼児教育実態調査を実施いたします。お忙しいところ恐縮で

すが、ご協力いただきますようお願い申し上げます。 

 

また、今回の調査から、回答や集計の負担軽減の観点から、文部科学省 WEB調査シス

テム（EduSurvey）を使用し、各回答者についてはクラウド上で直接ご回答いただく形

となりました。回答方式が変更となり、皆様におかれてはご負担をおかけいたしますが、

ご協力の程、よろしくお願いいたします。ご回答いただいた内容については、調査項目

ごとに集計した上で公表することを予定しております。 

 

なお、令和７年度幼児教育実態調査においては、問い合わせ作業や連絡調整などの業

務を株式会社ピーシーサポートサービスへ委託しておりますので、ご不明な点がござい

ましたら当事業者までご連絡いただくようお願いいたします。 

 

記  

 

１． 調査目的 

全国の都道府県・市町村における幼児教育に関する施策の推進体制等に関する情報を

収集するとともに、公私立の幼稚園及び幼保連携型認定こども園の基礎的な情報を収

集し、国における幼児教育の政策の企画立案に資するデータを得ることを目的として

います。 

 

２．調査対象 

本調査の対象は、都道府県、市町村 （指定都市、特別区を含む。以下、同じ。）、公私
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立の幼稚園及び幼保連携型認定こども園とします。 

 

３． 調査内容 

本調査は調査票Ａ、Ｂ、Ｃに分かれており、回答者はそれぞれ都道府県、市町村、公

私立の幼稚園及び幼保連携型認定こども園となっています。調査内容は以下のとおり

です。 

 

（１） 調査票Ａ ： 都道府県調査 

Ａ－１   幼児教育・保育に関する体制の整備状況  

Ａ－２   幼稚園教諭・保育教諭等の研修の状況  

Ａ－３  幼保小接続の状況 

Ａ－４   幼稚園教諭等の人材確保に係る取組の状況  

Ａ－５  その他（重点支援地方交付金） 

（２） 調査票Ｂ ： 市町村調査  

Ｂ－１   幼児教育・保育に関する体制の整備状況  

Ｂ－２   幼稚園教諭・保育教諭等の研修の状況  

Ｂ－３   幼保小接続の状況 

Ｂ－４   幼稚園教諭等の人材確保に係る取組の状況 

Ｂ－５  その他（重点支援地方交付金、給食） 

（３） 調査票Ｃ ： 園調査  

Ｃ－１   基本情報  

Ｃ－２   職員情報 

Ｃ－３   研修  

Ｃ－４   小学校段階との連携状況  

Ｃ－５   施設設備（ＩＣＴ等）  

Ｃ－６   在園児の預かり保育  

Ｃ－７   子育ての支援活動（学校行事として行うものを除く） 

Ｃ－８   障害のある幼児等とその保護者への支援  

Ｃ－９   言語や文化的背景等の違いにより支援を要する幼児とその保護者への支援 

Ｃ－１０  家庭の実情に応じた支援 

Ｃ－１１  保有している絵本等の冊数、絵本や物語に触れる機会  

Ｃ－１２  給食の実施状況 

Ｃ－１３  学校評価の実施状況 

 

４． 回答方法 

本年度調査から文部科学省 WEB 調査システム（EduSurvey）を使用します。回答に
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際してはアカウントへのログインは不要です。下記のリンクから回答をお願いいた

します。 

 

(ア) 調査票Ａ （都道府県教育委員会および首長部局） 

https://edu-survey.mext.go.jp/surveyc/SchoolCode?surveyId=XRbdAP5EE

nAmfqsNHh4d4hHzo%2FJTXR9pDk6J70sh25mDLro6DvSWt3WesJ3itFhb&searchTyp

e=org 

※回答用ＵＲＬ画面が開くので、都道府県名と組織名を入れて検索してください。                           

  調査票Ａ QRコード 

 

(イ) 調査票Ｂ （指定都市、特別区含む市町村教育委員会および首長部局） 

https://edu-survey.mext.go.jp/surveyc/SchoolCode?surveyId=VNz2AEIFO

Pf9LpSbxhbqLOhBn4QCoGvNAlCNoFuHTIP03dgRWA4w7TtYi5aKoXMV&searchType=

org 

 ※回答用ＵＲＬ画面が開くので、都道府県名と組織名を入れて検索してください。   

  調査票Ｂ QRコード 

 

(ウ) 調査票Ｃ （幼稚園および幼保連携型認定こども園） 

 https://edu-survey.mext.go.jp/surveyc/SchoolCode?surveyId=4o8wRfiRN

9%2BLEVNCcCQAyjYP6m%2FtJfAgekskhmE%2B0q7CzS5EXBu0%2BEKDbm1TXSKQ&sea

rchType=school 

※回答用ＵＲＬ画面が開くので、都道府県名と学校名 （園名）を入れて検索してく

ださい。略称等では表示されない場合があります。正式名称で検索ください。ま

た、同じ自治体に似た名称の学校（園）があることがあります。選択する学校（園）

が間違っていないか、入力前に必ずご確認ください。 

 調査票Ｃ QRコード 

https://edu-survey.mext.go.jp/surveyc/SchoolCode?surveyId=XRbdAP5EEnAmfqsNHh4d4hHzo%2FJTXR9pDk6J70sh25mDLro6DvSWt3WesJ3itFhb&searchType=org
https://edu-survey.mext.go.jp/surveyc/SchoolCode?surveyId=XRbdAP5EEnAmfqsNHh4d4hHzo%2FJTXR9pDk6J70sh25mDLro6DvSWt3WesJ3itFhb&searchType=org
https://edu-survey.mext.go.jp/surveyc/SchoolCode?surveyId=XRbdAP5EEnAmfqsNHh4d4hHzo%2FJTXR9pDk6J70sh25mDLro6DvSWt3WesJ3itFhb&searchType=org
https://edu-survey.mext.go.jp/surveyc/SchoolCode?surveyId=VNz2AEIFOPf9LpSbxhbqLOhBn4QCoGvNAlCNoFuHTIP03dgRWA4w7TtYi5aKoXMV&searchType=org
https://edu-survey.mext.go.jp/surveyc/SchoolCode?surveyId=VNz2AEIFOPf9LpSbxhbqLOhBn4QCoGvNAlCNoFuHTIP03dgRWA4w7TtYi5aKoXMV&searchType=org
https://edu-survey.mext.go.jp/surveyc/SchoolCode?surveyId=VNz2AEIFOPf9LpSbxhbqLOhBn4QCoGvNAlCNoFuHTIP03dgRWA4w7TtYi5aKoXMV&searchType=org
https://edu-survey.mext.go.jp/surveyc/SchoolCode?surveyId=4o8wRfiRN9%2BLEVNCcCQAyjYP6m%2FtJfAgekskhmE%2B0q7CzS5EXBu0%2BEKDbm1TXSKQ&searchType=school
https://edu-survey.mext.go.jp/surveyc/SchoolCode?surveyId=4o8wRfiRN9%2BLEVNCcCQAyjYP6m%2FtJfAgekskhmE%2B0q7CzS5EXBu0%2BEKDbm1TXSKQ&searchType=school
https://edu-survey.mext.go.jp/surveyc/SchoolCode?surveyId=4o8wRfiRN9%2BLEVNCcCQAyjYP6m%2FtJfAgekskhmE%2B0q7CzS5EXBu0%2BEKDbm1TXSKQ&searchType=school
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５．調査依頼・回答の流れ 

都道府県教育委員会は調査票Ａを、市町村教育委員会は調査票Ｂを、園は調査票Ｃを、

EduSurveyを使って直接回答していただきます。 

具体的な各調査票の回答依頼の流れは以下の通りですので、ご協力をお願いします。 

 

（１）調査票Ａ：都道府県調査 

・都道府県教育委員会は、私立学校主管課等と調整の上、調査票Ａに回答する。 

 

（２）調査票Ｂ：市町村調査 

・都道府県教育委員会は、域内の市町村教育委員会（指定都市、特別区教育委員会

を含む。以下、同じ。）へ、調査票Ｂの回答を依頼する。その際、【別添１】の

EduSurvey操作マニュアル（マイページ保有者用）と、【別添２】の調査回答用マ

ニュアル（学校用）を送付する。 

・市町村教育委員会は、私立学校主管課等と調整の上、調査票Ｂに回答する。 

 

（３）調査票Ｃ：園調査 

＜回答者が公立幼稚園の場合＞ 

・都道府県教育委員会は、域内の市町村教育委員会へ調査票Ｃの発出を依頼する。

その際、【別添１】のEduSurvey操作マニュアル（マイページ保有者用）と、【別

添２】の調査回答用マニュアル（学校用）を送付する。 

・市町村教育委員会は、所管の公立幼稚園へ調査票Ｃの回答を依頼する。その際、

【別添２】の調査回答用マニュアル（学校用）を送付する。 

・公立幼稚園は、調査票Ｃに回答する。 

＜回答者が私立幼稚園の場合＞ 

・都道府県私立学校主管課は、所轄の私立幼稚園へ調査票Ｃの回答を依頼する。そ

の際、【別添２】の調査回答用マニュアル（学校用）を送付する。 

・私立幼稚園は、調査票Ｃに回答する。 

＜回答者が公私立幼保連携型認定こども園の場合＞ 

・都道府県認定こども園主管課は、域内の市町村認定こども園主管課へ調査票Ｃの

発出を依頼する。その際、【別添１】のEduSurvey操作マニュアル（マイページ保

有者用）と、【別添２】の調査回答用マニュアル（学校用）を送付する。 

・市町村認定こども園主管課は、所管・所轄の公私立幼保連携型認定こども園へ調

査票Ｃの回答を依頼する。その際、【別添２】の調査回答用マニュアル（学校

用）を送付する。 

・公私立幼保連携型認定こども園は、調査票Ｃに回答する。 
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※なお、EduSurveyによる調査では、回答データがクラウドに直接蓄積されるため、

所管の自治体・学校等の回答は、都道府県・市町村教育委員会の「マイページ」か

ら確認・修正をすることができます。 

〇マイページログイン 

https://edu-survey.mext.go.jp/s/login 

・ID（メールアドレス）およびパスワードは、所轄庁のマイページ担当部署が管

理されています。担当部署については添付の「【別添３】マイページ担当一

覧」をご確認ください。 

・マイページを保有しているのは、都道府県教育委員会、市町村教育委員会、都

道府県の私立学校担当部署です。恐れ入りますが、都道府県及び市町村の認定

こども園担当部署はマイページを保有しておりません。都道府県及び市町村の

認定こども園担当部署が域内の園の回答の確認を行う際は、（市町村であって

も）都道府県教育委員会のアカウントを借りてマイページにログインいただ

き、ご確認いただくようお願いいたします。なお、都道府県教育委員会は所管

の公立学校の回答を確認するためのアカウントと、私立学校の回答を確認する

ためのアカウントをそれぞれ保有しております。公立の認定こども園の回答に

ついては公立用アカウントから、私立の認定こども園の回答については私立用

アカウントからそれぞれご確認いただくようお願いいたします。 

 

 

R７ 幼児教育実態調査 調査票の流れ

WEB回答担当者

調査票の流れ

調査票C

調査票C

調査票C

調査票B

調査票A

文部
科学省

委託
事業者 都道府県

教育委員会

都道府県
私立学校主管課

都道府県
認定こども園主管課

市町村
教育委員会
（特別区含む）

私立幼稚園

市町村
認定こども園主管課

公私立認定こども園

公立幼稚園

※市町村首長部局（私立学校担当等・認定こども園担当）と連携

都道府県
教育委員会

市町村
教育委員会

都道府県
教育委員会

※都道府県知事部局（私立学校担当等・
認定こども園担当）と連携
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６．文部科学省 WEB調査システム（EduSurvey）使用上の留意点 

【回答時】 

・回答画面に「一時保存」ボタンが表示されているアンケートは、回答の一時保存が

可能です。ブラウザの設定等によっては保存されない可能性があるので注意してく

ださい。 

・全ての回答を終了すると回答確認画面が表示されます。終了後は必ず「完了」をク

リックして回答を送信してください。 

・回答内容は、回答時に入力したメールアドレスに送信されます。控えとして活用し

てください。送信後でも締切日まで修正は可能です。前の回答に上書きされる形と

なります。その際も最後は「完了」をクリックしてください。 

・回答 URL を知っていれば誰でも回答が可能です。なりすましを防ぐため、回答 URL

は不特定多数が閲覧できる状態にはしないでください。 

・都道府県ならびに市区町村は、域内の自治体・学校等の回答の確認・修正をマイペ

ージから行ってください。回答一覧を CSVで出力することも可能です。手順は、マ

ニュアル（マイページ保有者向け）を参照してください。 

 

７．提出締切 令和７年９月12日（金）  

 

８．問い合わせ先： 株式会社ピーシーサポートサービス 田中 

・E-mail：mext＠pcsupport.co.jp  

・電話番号：03-5787-6651 (月～金 10時～17時、土日祝除く） 

※各都道府県教育委員会、各都道府県私立学校主管課、各都道府県認定こども園主管

課におかれては、各市町村及び園からの質問を可能な限りとりまとめた上で、上記事

業者にお問い合わせいただきますよう、ご協力のほどお願いいたします。 

 

９．添付書類 

【別添１】EduSurvey操作マニュアル（マイページ保有者用） 

【別添２】調査回答マニュアル（学校用） 

【別添３】都道府県及び市町村マイページご担当部署一覧 

 

 
【担当】 

文部科学省 初等中等教育局 

幼児教育課 企画係（酒井、菊地、安井） 


